
込め

・ 土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行

する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組合員として

扱い、２／３合意での事業推進を可能とする。
（都市再開発法）
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○高度成長期より、都市近郊を中心に大規模な住宅団地が大量に建設。
建物・設備・公共施設の一斉老朽化が進むとともに、福祉等の必要な都市機
能が確保されず、居住環境が著しく低下。

〇 複数棟の団地において土地が共有である場合には、都市再開発法上、共有
者全員が一人の組合員とみなされてしまうため、民法の全員合意の原則が働
いてしまい、合意形成が困難となることが課題。

○ 平成26年通常国会の「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部
を改正する法律案」の衆・参国交委附帯決議、規制改革実施計画（平成27年6
月30日閣議決定）においても、事業法も含めて団地再生の制度のあり方につ

いて検討をするよう指摘。

⇒ Ａ～Ｌ全員で一個の議決権を
行使するため、議決権の行使
にＡ～Ｌの全員同意が必要。

◇施行前 老朽化が進行

・敷地が一筆共有の場合、建替え、
敷地分割等の際の合意形成が困難。

◇施行後 再生事業の円滑な推進

再開発事業の推進

公益施設等

建替え

既存棟の活用 広場

Ｉ Ｊ

Ｇ Ｈ

Ｋ Ｌ

１号棟 ２号棟

○土地が一筆共有の団地の例

Ａ～Ｌ全員で１人の組合員 Ａ～Ｌそれぞれが別々の組合員

⇒ Ａ～Ｌが個別に議決権を行使する
ことが可能となり、Ａ～Ｌの３分の２
以上の合意で事業が可能となる。

現状と背景
全国の築35年超の住宅団地の増加見込み

現在
（2015年）

10年後
（2025年）

20年後
（2035年）

30年後
（2045年）

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1,551団地

2,769団地

4,093団地

4,769団地
（団地）

築35年超～45年未満
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築55年超

(全4,970団地中)

改正の概要

B C D E F

G H I J K L

※東京都の昭和58年以前建設の住宅団地については
285団地中275団地が敷地全体を共有。

※国土交通省推計

＜参考１－２＞

住宅団地の再生について


